
 

((基基幹幹的的農農業業従従事事者者数数はは引引きき続続きき減減少少))  
基幹的農業従事者数は、令和7(2025)年は103万6千⼈と、平成12(2000)年の240万⼈の半

数未満に減少し、令和7(2025)年の基幹的農業従事者の平均年齢は67.7歳と、令和2(2020)
年に⽐べ0.1歳下がり、今後の動向を注視していく必要があります(図図表表22--22--22)。このうち
49歳以下の基幹的農業従事者数は13万⼈と全体の12.6%を占めています。また、65歳以上
の基幹的農業従事者(72万1千⼈)は、全体の69.6%を占めていますが、これらの者は、経験
や技術を活かした経営、地域の営農継続や農地の保全等において、重要な役割を果たして
います。 

 

 
 

((22))  経経営営継継承承やや新新規規就就農農、、⼈⼈材材育育成成・・確確保保等等  
((後後継継者者のの確確保保はは深深刻刻なな状状況況))  

5年以内に農業経営を引き継ぐ後継者を確保している経営体の割合は全体の3割未満で
あり、農業経営の後継者が⼗分に確保されていない状況です。我が国の農業⽣産基盤を維
持していくためには、農地はもとより、農地以外の施設等の経営資源や、技術・ノウハウ
等を次世代の経営者に引き継ぎ、計画的な経営継承を促進していくことが必要です。 

農林⽔産省は、将来にわたって地域の農地利⽤等を担う経営体を確保するため、地域の
担い⼿から経営を継承した後継者が⾏う経営発展に向けた取組を市町村と⼀体となって⽀
援しています。また、新規就農者が経営を継承する際に必要となる農業⽤機械・施設等の
導⼊や修繕、法⼈化等の円滑な経営移譲に向けた取組への⽀援を⾏っています。さらに、
都道府県が整備している農業経営・就農⽀援センターにおいて、相談対応や専⾨家による
経営継承計画の策定⽀援、就農希望者と経営移譲希望者とのマッチングへの⽀援等を⾏い、
円滑な経営継承を進めています。 

 

資料：農林⽔産省「2000年世界農林業センサス」、「2005年農林業センサス」、「2010年世界農林業センサス」(組替集計)、「2015年農林業セン
サス」(組替集計)、「2020年農林業センサス」、「2025年農林業センサス」を基に作成 

注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値。ただし、平成12(2000)、17(2005)年の沖縄県については前年12⽉1⽇時点の数値 
2) 平成12(2000)年及び平成17(2005)年については販売農家の数値 

図表2-2-2 基幹的農業従事者数と平均年齢 
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第第22節節  持持続続可可能能なな農農業業構構造造へへのの転転換換にに向向けけたた取取組組  

 
 
農業者の減少・⾼齢化が著しく進む中、限られた農地、⼈や農業⽣産資材等の資源を確

保し、農業⽣産基盤の整備・保全、新技術の開発・普及が効率的に組み合わされた農業構
造へ転換し、⼟地⽣産性と労働⽣産性を向上させることにより、⾷料⾃給⼒を確保するこ
とが重要です。 

本節では、持続可能な農業構造への転換に向けた経営継承や新規就農、経営基盤の強化、
雇⽤労働⼒の確保等について紹介します。 
 

((11))  農農業業経経営営体体のの動動向向等等  
((農農業業経経営営体体数数はは減減少少傾傾向向でで推推移移))  

農業経営体数は令和7(2025)年は83万6千経営体と、令和2(2020)年に⽐べ22.3%減少し
ました(図図表表22--22--11)。 

このうち個⼈経営体は、令和7(2025)年は79万6千経営体(全体の95.2%)と、令和2(2020)
年に⽐べ23.3%減少した⼀⽅、団体経営体は4万経営体(全体の4.8%)と、令和2(2020)年に
⽐べ4.9%増加しました。 

なお、個⼈経営体のうち、主業経営体は19万経営体、準主業経営体は8万7千経営体、副
業的経営体は51万9千経営体となっています。 

 

 

図表2-2-1 農業経営体数 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
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2) 平成12(2000)年の個⼈経営体については販売農家の数値、団体経営体については農家以外の農業事業体及び農業サービス事業体の数
値を合計したもの。平成17(2005)年以降は農業経営体の数値 

3) 主業経営体…農業所得が主(世帯所得の50%以上が農業所得)で、1年間に⾃営農業に60⽇以上従事している65歳未満の世帯員がいる個
⼈経営体 
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個⼈経営体 

副業的経営体…1年間に⾃営農業に60⽇以上従事している65歳未満の世帯員がいない個⼈経営体 
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農林⽔産省は、将来にわたって地域の農地利⽤等を担う経営体を確保するため、地域の
担い⼿から経営を継承した後継者が⾏う経営発展に向けた取組を市町村と⼀体となって⽀
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また、令和7(2025)年6⽉に防衛省及び関係団体との間で、退職予定⾃衛官の円滑な再就

職⽀援等に連携して取り組むとの申合せを締結し、駐屯地等で開催される退職予定⾃衛官
への業種説明会に地⽅農政局等の担当者が参加するなど、退職予定⾃衛官の就業促進を図
っています。 

このほか、スポーツチームが農業に取り組む事例や引退したアスリートが農業を始めた
事例が注⽬されており、農林⽔産省では、農業界でのアスリートの活躍を後押しする施策
を検討する「「アス→ノウ」プロジェクト」に取り組んでいます。具体的には、農業界及び
スポーツ界が連携を深め、農業界でよりアスリートが活躍できる環境づくりができるよう、
セカンドキャリアで農業を⾏うアスリートや地域振興と農業に取り組むチームの事例、ス
ポーツ界のキャリア⽀援や地⽅公共団体の農業参⼊に関する⽀援等の調査を⾏うとともに、
それらの情報の共有やマッチングができるコミュニティの形成を⽬指しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((農農業業⾼⾼校校・・農農業業⼤⼤学学校校にによよるる実実践践的的なな農農業業教教育育をを展展開開))  
令和7(2025)年度においては、農業経営の担い⼿を養成する教育機関のうち、農業⾼校

和歌⼭県紀
き

美野
み の

町
ちょう

の吉瀬雄也
よ し せ ゆ う や

さんは、東京都でサラリーマンとし
て働いていましたが、平成30(2018)年に親族から経営を⼀部継承
し、妻のりえさんとともに地域で元々栽培されているかんきつ類を
中⼼とする農業経営を開始しました。就農3年⽬以降は、うめやぶ
どう等の多品⽬栽培を⼿掛けています。 

夫婦で役割分担し、雄也さんが栽培に専念する⼀⽅、りえさんは
スイーツやジュース等の加⼯品開発やPRを担当しており、地域の農
協に出荷するとともに、ECサイト等の直接販売の販路を開拓して、
⾼単価での取引を実現しています。 

就農1年⽬からPR活動を⾏ったことに加え、地域の物産館では観
光客向け、ECサイトや百貨店では贈答⽤とするなど、ターゲットに
合わせた商品展開を⾏ったことが、早期の認知度向上と注⽂数の増
加につながっています。 

今後は、加⼯品の売上⽐率を向上させるとともに、遊休農地を引
き受け、地域の中⼼的な経営体として雇⽤を⽣み出す経営を展開す
ることとしています。 

吉吉瀬瀬雄雄也也ささんんととりりええささんん  
資料：きみのフルーツ 

((事事例例))  経経営営継継承承とと多多品品⽬⽬栽栽培培・・加加⼯⼯品品製製造造にによよりり加加⼯⼯品品売売上上⽐⽐率率をを向向上上((和和歌歌⼭⼭県県))  

現現役役ででププレレーーししななががらら  
農農業業にに取取りり組組むむササッッカカーー選選⼿⼿  

資料：松本怜さん 

「「アアスス→→ノノウウ」」ププロロジジェェククトト  
URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/asu_nou/index.html 

 

((新新規規就就農農者者数数がが前前年年にに⽐⽐べべ減減少少))  
新規就農者数は減少傾向にあり、令和5(2023)年は4万3,460⼈と、前年に⽐べ5.2%減少

しました(図図表表22--22--33)。就農形態別で⾒ると、令和5(2023)年の新規⾃営農業就農者は3万
330⼈(前年に⽐べ3.4%減少)、新規雇⽤就農者は9,300⼈(前年に⽐べ12.0%減少)、新規参
⼊者は3,830⼈(前年に⽐べ1.0%減少)となりました。特に新規雇⽤就農者数については、
他産業との雇⽤労働者の採⽤競争や、厳しい経営環境が影響した可能性等が考えられます。 

年齢階層別では、将来の担い⼿として期待される49歳以下の新規就農者数は、平成
27(2015)年以降減少傾向で推移しており、令和5(2023)年は1万5,890⼈と、前年に⽐べ5.8%
減少しました。49歳以下の新規就農者数のうち新規雇⽤就農者の割合は、令和5(2023)年
には新規⾃営農業就農者(40.4%)を上回る43.3%を占めており、新規就農者の受⽫としても
法⼈経営体の役割が⼤きくなっています。 

 

 
農業者の減少・⾼齢化が著しく進む中、地域農業を持続的に発展させていくためには、

農業の内外から若年層の新規就農を促進する必要があります。 
農林⽔産省では、農業への⼈材の⼀層の呼び込みと定着を図るため、就農相談会の開催

や、職業としての農業の魅⼒の発信等について⽀援を⾏っています。また、将来において
効率的かつ安定的な農業経営の担い⼿に発展するような⻘年等の就農を促進するため、就
農準備段階や就農直後の経営確⽴を⽀援する資⾦や雇⽤就農を促進するための資⾦の交付
に加え、経営発展のための機械・施設等の導⼊を地⽅と連携して親元就農も含めて⽀援す
るとともに、就農前後の指導や相談対応、就農希望者向けの実践的な研修農場の整備等の
取組を⽀援しています。農業経営基盤強化促進法に基づく⻘年等就農計画を作成し、市町
村から計画の認定を受けた認定新規就農者数は、令和6(2024)年度は1万954経営体と、前
年度に⽐べ0.5%増加しました。 

図表2-2-3 新規就農者数 

資料：農林⽔産省「新規就農者調査結果」 
注：1) 平成26(2014)年は4⽉1⽇〜翌年の3⽉31⽇、平成27(2015)年以降は当該年の2⽉1⽇〜翌年の1⽉31⽇の1年間に新規就農した者の

数値 
2) 令和6年能登半島地震の影響により、令和5(2023)年の新規⾃営農業就農者数及び新規雇⽤就農者数については、⽯川県の7市町(七

尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、⽳⽔町及び能登町)以外の調査対象者の調査結果から算出した。令和5(2023)年の新
規参⼊者数については、⽯川県の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、⽳⽔町及び能登町)を除いて集計した。 
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また、令和7(2025)年6⽉に防衛省及び関係団体との間で、退職予定⾃衛官の円滑な再就

職⽀援等に連携して取り組むとの申合せを締結し、駐屯地等で開催される退職予定⾃衛官
への業種説明会に地⽅農政局等の担当者が参加するなど、退職予定⾃衛官の就業促進を図
っています。 

このほか、スポーツチームが農業に取り組む事例や引退したアスリートが農業を始めた
事例が注⽬されており、農林⽔産省では、農業界でのアスリートの活躍を後押しする施策
を検討する「「アス→ノウ」プロジェクト」に取り組んでいます。具体的には、農業界及び
スポーツ界が連携を深め、農業界でよりアスリートが活躍できる環境づくりができるよう、
セカンドキャリアで農業を⾏うアスリートや地域振興と農業に取り組むチームの事例、ス
ポーツ界のキャリア⽀援や地⽅公共団体の農業参⼊に関する⽀援等の調査を⾏うとともに、
それらの情報の共有やマッチングができるコミュニティの形成を⽬指しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((農農業業⾼⾼校校・・農農業業⼤⼤学学校校にによよるる実実践践的的なな農農業業教教育育をを展展開開))  
令和7(2025)年度においては、農業経営の担い⼿を養成する教育機関のうち、農業⾼校

和歌⼭県紀
き

美野
み の

町
ちょう

の吉瀬雄也
よ し せ ゆ う や

さんは、東京都でサラリーマンとし
て働いていましたが、平成30(2018)年に親族から経営を⼀部継承
し、妻のりえさんとともに地域で元々栽培されているかんきつ類を
中⼼とする農業経営を開始しました。就農3年⽬以降は、うめやぶ
どう等の多品⽬栽培を⼿掛けています。 

夫婦で役割分担し、雄也さんが栽培に専念する⼀⽅、りえさんは
スイーツやジュース等の加⼯品開発やPRを担当しており、地域の農
協に出荷するとともに、ECサイト等の直接販売の販路を開拓して、
⾼単価での取引を実現しています。 

就農1年⽬からPR活動を⾏ったことに加え、地域の物産館では観
光客向け、ECサイトや百貨店では贈答⽤とするなど、ターゲットに
合わせた商品展開を⾏ったことが、早期の認知度向上と注⽂数の増
加につながっています。 

今後は、加⼯品の売上⽐率を向上させるとともに、遊休農地を引
き受け、地域の中⼼的な経営体として雇⽤を⽣み出す経営を展開す
ることとしています。 

吉吉瀬瀬雄雄也也ささんんととりりええささんん  
資料：きみのフルーツ 

((事事例例))  経経営営継継承承とと多多品品⽬⽬栽栽培培・・加加⼯⼯品品製製造造にによよりり加加⼯⼯品品売売上上⽐⽐率率をを向向上上((和和歌歌⼭⼭県県))  

現現役役ででププレレーーししななががらら  
農農業業にに取取りり組組むむササッッカカーー選選⼿⼿  

資料：松本怜さん 

「「アアスス→→ノノウウ」」ププロロジジェェククトト  
URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/asu_nou/index.html 

 

((新新規規就就農農者者数数がが前前年年にに⽐⽐べべ減減少少))  
新規就農者数は減少傾向にあり、令和5(2023)年は4万3,460⼈と、前年に⽐べ5.2%減少

しました(図図表表22--22--33)。就農形態別で⾒ると、令和5(2023)年の新規⾃営農業就農者は3万
330⼈(前年に⽐べ3.4%減少)、新規雇⽤就農者は9,300⼈(前年に⽐べ12.0%減少)、新規参
⼊者は3,830⼈(前年に⽐べ1.0%減少)となりました。特に新規雇⽤就農者数については、
他産業との雇⽤労働者の採⽤競争や、厳しい経営環境が影響した可能性等が考えられます。 

年齢階層別では、将来の担い⼿として期待される49歳以下の新規就農者数は、平成
27(2015)年以降減少傾向で推移しており、令和5(2023)年は1万5,890⼈と、前年に⽐べ5.8%
減少しました。49歳以下の新規就農者数のうち新規雇⽤就農者の割合は、令和5(2023)年
には新規⾃営農業就農者(40.4%)を上回る43.3%を占めており、新規就農者の受⽫としても
法⼈経営体の役割が⼤きくなっています。 

 

 
農業者の減少・⾼齢化が著しく進む中、地域農業を持続的に発展させていくためには、

農業の内外から若年層の新規就農を促進する必要があります。 
農林⽔産省では、農業への⼈材の⼀層の呼び込みと定着を図るため、就農相談会の開催

や、職業としての農業の魅⼒の発信等について⽀援を⾏っています。また、将来において
効率的かつ安定的な農業経営の担い⼿に発展するような⻘年等の就農を促進するため、就
農準備段階や就農直後の経営確⽴を⽀援する資⾦や雇⽤就農を促進するための資⾦の交付
に加え、経営発展のための機械・施設等の導⼊を地⽅と連携して親元就農も含めて⽀援す
るとともに、就農前後の指導や相談対応、就農希望者向けの実践的な研修農場の整備等の
取組を⽀援しています。農業経営基盤強化促進法に基づく⻘年等就農計画を作成し、市町
村から計画の認定を受けた認定新規就農者数は、令和6(2024)年度は1万954経営体と、前
年度に⽐べ0.5%増加しました。 

図表2-2-3 新規就農者数 

資料：農林⽔産省「新規就農者調査結果」 
注：1) 平成26(2014)年は4⽉1⽇〜翌年の3⽉31⽇、平成27(2015)年以降は当該年の2⽉1⽇〜翌年の1⽉31⽇の1年間に新規就農した者の

数値 
2) 令和6年能登半島地震の影響により、令和5(2023)年の新規⾃営農業就農者数及び新規雇⽤就農者数については、⽯川県の7市町(七

尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、⽳⽔町及び能登町)以外の調査対象者の調査結果から算出した。令和5(2023)年の新
規参⼊者数については、⽯川県の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、⽳⽔町及び能登町)を除いて集計した。 
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組織で、地域農業の担い⼿として農地の利⽤、農業⽣産基盤の維持に貢献しています。令
和7(2025)年の集落営農数は1万3,952組織と、前年に⽐べ53組織減少しました(図図表表22--22--55)。 

⼀⽅、集落営農全体に占める法⼈の割合
が近年⼀貫して上昇しているほか、集落営
農の連携・合併により広域展開での効率的
な⽣産・販売体制の確⽴を図る経営体も⾒
られています。 

このため、農林⽔産省では、組織体制の
強化に向けて連携・合併に取り組む集落営
農に対し、法⼈化のほか、機械の共同利⽤
や⼈材の確保といった取組を⽀援していま
す。 

 
 
 
 
 
 
 

((農農業業法法⼈⼈のの⼤⼤規規模模化化がが進進展展))  
農業経営の法⼈化には、経営管理の⾼度

化や安定的な雇⽤、円滑な経営継承、雇⽤
による就農機会の拡⼤等の利点があります。
令和7(2025)年の法⼈経営体数は3万3,819
経営体と、令和2(2020)年から10.1%増加し
ました(図図表表22--22--66)。農業⽣産に占める法⼈
経営体等の団体経営体の割合は年々拡⼤し
ており、令和7(2025)年は農産物販売⾦額
の42.0%、経営耕地⾯積の28.3%を占めて
います。 

都府県における経営耕地⾯積規模別の農
業経営体数については、平成12(2000)年以
降、5ha未満の農業経営体数は減少する⼀
⽅、10ha以上の農業経営体数は⼀貫して増
加しています(図図表表22--22--77)。特に⼤規模層ほ
ど法⼈経営体が占める割合が上昇しており、
30ha以上の農業経営体では平成27(2015)
年に5割であった法⼈経営体の割合は令和
7(2025)年には6割に拡⼤しています。離農
した農業経営体の農地の受⽫となることに
より、農業法⼈の⼤規模化が進展している
様⼦がうかがわれます。 

資料：農林⽔産省「集落営農実態調査」 
注：1) 令和6(2024)年の調査結果には、令和6年能登半島地震の影響

により調査を実施していない⽯川県の6市町(七尾市、輪島市、
珠洲市、志賀町、⽳⽔町、能登町)の集落営農を含まない。 

2) 各年2⽉1⽇時点の数値 
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2) 平成12(2000)年については⾃営農業を法⼈化している農
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図表2-2-6 法⼈経営体数 

 

は全ての都道府県、農業⼤学校1は41道府県において設置されています。 
このうち農業⼤学校の卒業⽣数については、令和元(2019)年度以降はほぼ横ばいで推移

しており、令和6(2024)年度の卒業⽣数は1,755⼈、卒業後に就農した者は834⼈(卒業⽣全
体の47.5%)となっています。このうち、同年度の卒業⽣全体に占める⾃営就農の割合は
13.4%、雇⽤就農の割合は29.6%となりました。 

近年、農業⾼校・農業⼤学校もGAP2(農業⽣産⼯程管理)
に取り組んでおり、令和7(2025)年3⽉末時点で97の農業⾼校、
29の農業⼤学校等が第三者機関によるGAP認証を取得して
います。GAPの学習・実践を通じて、農業⽣産技術の習得に
加えて、経営感覚・国際感覚を兼ね備えた⼈材の育成に資す
ることが期待されています。 

農林⽔産省では、若年層に農業の魅⼒を伝え、将来農業を
職業として選択する⼈材を育成するため、スマート農業や有
機農業等の教育カリキュラムの強化のほか、地域の先進的な
農業経営者による出前授業等の活動を⽀援しています。 

 
((33))  規規模模拡拡⼤⼤やや事事業業のの多多⾓⾓化化をを⾏⾏ううたためめのの経経営営基基盤盤のの強強化化  
((農農業業経経営営体体にに占占めめるる認認定定農農業業者者のの割割合合はは2255..44%%にに上上昇昇))  

認定農業者制度は、農業者が⾃らの創意
⼯夫に基づき、経営の改善を進めるために
作成した農業経営改善計画を市町村等が認
定する制度です。同計画の認定数(認定農業
者数)については、令和6(2024)年度は21万
2千経営体と、前年度に⽐べ2.1%減少した
⼀⽅、農業経営体の減少に伴い、農業経営
体に占める認定農業者の割合については、
令和6(2024)年度は25.4%と、前年度から
0.8ポイント上昇しています(図図表表22--22--44)。
このうち、法⼈経営体の認定数については
⼀貫して増加しており、令和6(2024)年度
は3万経営体と、前年度に⽐べ1.9%増加し、
法⼈経営体に占める認定農業者の割合は
87.8%となっています。 

農林⽔産省では、認定農業者が同計画を
達成できるよう、農地の集積・集約化や経営所得安定対策等の⽀援措置を講じています。 

 
((集集落落営営農農のの法法⼈⼈化化がが進進展展しし、、更更にに連連携携・・合合併併にに取取りり組組むむ経経営営体体がが出出現現))  

集落営農は、集落を単位として、農業⽣産過程の全部⼜は⼀部について共同で取り組む

 
1 就農を⽬指す⼈や、経営発展のためにスキルアップを図りたい農業従事者を対象とした研修教育施設。三つの教育課程があり、中

⼼となる「養成課程」の標準的な履修時間は2年間、2,400時間(80単位)以上 
2 第2章第6節を参照 

資料：農林⽔産省「認定農業者の認定状況」、「農林業センサス」、「農
業構造動態調査」を基に作成 

注：1) 認定農業者数は各年度末時点の数値 
2) 特定農業法⼈で認定農業者とみなされている法⼈を含む。
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組織で、地域農業の担い⼿として農地の利⽤、農業⽣産基盤の維持に貢献しています。令
和7(2025)年の集落営農数は1万3,952組織と、前年に⽐べ53組織減少しました(図図表表22--22--55)。 

⼀⽅、集落営農全体に占める法⼈の割合
が近年⼀貫して上昇しているほか、集落営
農の連携・合併により広域展開での効率的
な⽣産・販売体制の確⽴を図る経営体も⾒
られています。 

このため、農林⽔産省では、組織体制の
強化に向けて連携・合併に取り組む集落営
農に対し、法⼈化のほか、機械の共同利⽤
や⼈材の確保といった取組を⽀援していま
す。 

 
 
 
 
 
 
 

((農農業業法法⼈⼈のの⼤⼤規規模模化化がが進進展展))  
農業経営の法⼈化には、経営管理の⾼度

化や安定的な雇⽤、円滑な経営継承、雇⽤
による就農機会の拡⼤等の利点があります。
令和7(2025)年の法⼈経営体数は3万3,819
経営体と、令和2(2020)年から10.1%増加し
ました(図図表表22--22--66)。農業⽣産に占める法⼈
経営体等の団体経営体の割合は年々拡⼤し
ており、令和7(2025)年は農産物販売⾦額
の42.0%、経営耕地⾯積の28.3%を占めて
います。 

都府県における経営耕地⾯積規模別の農
業経営体数については、平成12(2000)年以
降、5ha未満の農業経営体数は減少する⼀
⽅、10ha以上の農業経営体数は⼀貫して増
加しています(図図表表22--22--77)。特に⼤規模層ほ
ど法⼈経営体が占める割合が上昇しており、
30ha以上の農業経営体では平成27(2015)
年に5割であった法⼈経営体の割合は令和
7(2025)年には6割に拡⼤しています。離農
した農業経営体の農地の受⽫となることに
より、農業法⼈の⼤規模化が進展している
様⼦がうかがわれます。 

資料：農林⽔産省「集落営農実態調査」 
注：1) 令和6(2024)年の調査結果には、令和6年能登半島地震の影響

により調査を実施していない⽯川県の6市町(七尾市、輪島市、
珠洲市、志賀町、⽳⽔町、能登町)の集落営農を含まない。 

2) 各年2⽉1⽇時点の数値 
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図表2-2-5 集落営農数 

図表2-2-6 法⼈経営体数 

 

は全ての都道府県、農業⼤学校1は41道府県において設置されています。 
このうち農業⼤学校の卒業⽣数については、令和元(2019)年度以降はほぼ横ばいで推移

しており、令和6(2024)年度の卒業⽣数は1,755⼈、卒業後に就農した者は834⼈(卒業⽣全
体の47.5%)となっています。このうち、同年度の卒業⽣全体に占める⾃営就農の割合は
13.4%、雇⽤就農の割合は29.6%となりました。 

近年、農業⾼校・農業⼤学校もGAP2(農業⽣産⼯程管理)
に取り組んでおり、令和7(2025)年3⽉末時点で97の農業⾼校、
29の農業⼤学校等が第三者機関によるGAP認証を取得して
います。GAPの学習・実践を通じて、農業⽣産技術の習得に
加えて、経営感覚・国際感覚を兼ね備えた⼈材の育成に資す
ることが期待されています。 

農林⽔産省では、若年層に農業の魅⼒を伝え、将来農業を
職業として選択する⼈材を育成するため、スマート農業や有
機農業等の教育カリキュラムの強化のほか、地域の先進的な
農業経営者による出前授業等の活動を⽀援しています。 

 
((33))  規規模模拡拡⼤⼤やや事事業業のの多多⾓⾓化化をを⾏⾏ううたためめのの経経営営基基盤盤のの強強化化  
((農農業業経経営営体体にに占占めめるる認認定定農農業業者者のの割割合合はは2255..44%%にに上上昇昇))  

認定農業者制度は、農業者が⾃らの創意
⼯夫に基づき、経営の改善を進めるために
作成した農業経営改善計画を市町村等が認
定する制度です。同計画の認定数(認定農業
者数)については、令和6(2024)年度は21万
2千経営体と、前年度に⽐べ2.1%減少した
⼀⽅、農業経営体の減少に伴い、農業経営
体に占める認定農業者の割合については、
令和6(2024)年度は25.4%と、前年度から
0.8ポイント上昇しています(図図表表22--22--44)。
このうち、法⼈経営体の認定数については
⼀貫して増加しており、令和6(2024)年度
は3万経営体と、前年度に⽐べ1.9%増加し、
法⼈経営体に占める認定農業者の割合は
87.8%となっています。 

農林⽔産省では、認定農業者が同計画を
達成できるよう、農地の集積・集約化や経営所得安定対策等の⽀援措置を講じています。 

 
((集集落落営営農農のの法法⼈⼈化化がが進進展展しし、、更更にに連連携携・・合合併併にに取取りり組組むむ経経営営体体がが出出現現))  

集落営農は、集落を単位として、農業⽣産過程の全部⼜は⼀部について共同で取り組む

 
1 就農を⽬指す⼈や、経営発展のためにスキルアップを図りたい農業従事者を対象とした研修教育施設。三つの教育課程があり、中

⼼となる「養成課程」の標準的な履修時間は2年間、2,400時間(80単位)以上 
2 第2章第6節を参照 

資料：農林⽔産省「認定農業者の認定状況」、「農林業センサス」、「農
業構造動態調査」を基に作成 

注：1) 認定農業者数は各年度末時点の数値 
2) 特定農業法⼈で認定農業者とみなされている法⼈を含む。
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((農農業業法法⼈⼈のの経経営営基基盤盤はは他他産産業業にに⽐⽐べべてて脆脆弱弱なな状状況況))  
経営規模や産業特性の異なる他産業の中規模企業と⼀概に⽐較することはできませんが、

農業法⼈の経営は、総じて損益分岐点⽐率が⾼く、売上⾼の減少に対する耐性が低い状況
にあり、ほとんどの営農類型において、本業の収益性を⽰す売上⾼営業利益率はマイナス
となっています。また、借⼊⾦依存度が他産業に⽐べて⾼く、債務超過となるリスクが⾼
い状況にあり、経営基盤が 脆 弱

ぜいじゃく
であるといった実態にあることがうかがわれます(図図表表

22--22--1100)。このため、農業経営の改善を進めるなどの取組を通じて、経営基盤の改善・強
化を図っていくことが求められています。 
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図表2-2-9 農産物販売⾦額規模別の農業経営体数の増減率 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」、「2025年農林業センサス」 
注：令和2(2020)年から令和7(2025)年にかけての増減率  
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資料：株式会社⽇本政策⾦融公庫「農業経営動向分析結果」、財務省「法⼈企業統計調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 耕種部⾨、畜産部⾨の数値は、株式会社⽇本政策⾦融公庫の融資先農業法⼈の決算データに基づく令和2(2020)〜6(2024)年の公表値

を単純平均したもの。各年で法⼈数が異なることに留意を要する。 
2) 他産業(中規模企業)の数値は、無作為抽出による標本調査によって算出した⺟集団法⼈の令和2(2020)〜6(2024)年度における資本⾦1

千万円以上1億円未満の企業の推計値を単純平均したもの 

図表2-2-10 農業法⼈の主要財務指標と他産業(中規模企業)との⽐較 

 

 
 
経営耕地⾯積規模別の農業経営体数の増減率を⾒ると、令和7(2025)年は令和2(2020)年

に⽐べ、北海道では100ha以上層で、都府県では10ha以上層で農業経営体数が増加しまし
た(図図表表22--22--88)。 

 
農林⽔産省では、農業経営の法⼈化や改善を進めるため、農業経営・就農⽀援センター

による経営相談や専⾨家を活⽤した助⾔等を通じた⽀援を⾏っています。 
また、農産物販売⾦額規模別の農業経営体数の増減率を⾒ると、令和7(2025)年は令和

2(2020)年に⽐べ、3千万円以上の各層で上昇しています(図図表表22--22--99)。 
 

図表2-2-7 経営耕地⾯積規模別の農業経営体数(都府県) 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値。ただし、平成12(2000)、17(2005)年の沖縄県については前年12⽉1⽇時点の数値 

2) 平成12(2000)年は販売農家、平成17(2005)年以降は農業経営体の数値 
3) 平成12(2000)年における15.0ha以上の販売農家数については、10.0〜20.0haの販売農家数として表記している。 
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資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」、「2025年農林業センサス」 
注：1) 「1ha未満」には経営耕地⾯積なしを含まない。 

2) 令和2(2020)年から令和7(2025)年にかけての増減率 

図表2-2-8 経営耕地⾯積規模別の農業経営体数の増減率 
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((農農業業法法⼈⼈のの経経営営基基盤盤はは他他産産業業にに⽐⽐べべてて脆脆弱弱なな状状況況))  
経営規模や産業特性の異なる他産業の中規模企業と⼀概に⽐較することはできませんが、

農業法⼈の経営は、総じて損益分岐点⽐率が⾼く、売上⾼の減少に対する耐性が低い状況
にあり、ほとんどの営農類型において、本業の収益性を⽰す売上⾼営業利益率はマイナス
となっています。また、借⼊⾦依存度が他産業に⽐べて⾼く、債務超過となるリスクが⾼
い状況にあり、経営基盤が 脆 弱

ぜいじゃく
であるといった実態にあることがうかがわれます(図図表表

22--22--1100)。このため、農業経営の改善を進めるなどの取組を通じて、経営基盤の改善・強
化を図っていくことが求められています。 
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図表2-2-9 農産物販売⾦額規模別の農業経営体数の増減率 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」、「2025年農林業センサス」 
注：令和2(2020)年から令和7(2025)年にかけての増減率  
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資料：株式会社⽇本政策⾦融公庫「農業経営動向分析結果」、財務省「法⼈企業統計調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 耕種部⾨、畜産部⾨の数値は、株式会社⽇本政策⾦融公庫の融資先農業法⼈の決算データに基づく令和2(2020)〜6(2024)年の公表値

を単純平均したもの。各年で法⼈数が異なることに留意を要する。 
2) 他産業(中規模企業)の数値は、無作為抽出による標本調査によって算出した⺟集団法⼈の令和2(2020)〜6(2024)年度における資本⾦1

千万円以上1億円未満の企業の推計値を単純平均したもの 

図表2-2-10 農業法⼈の主要財務指標と他産業(中規模企業)との⽐較 

 

 
 
経営耕地⾯積規模別の農業経営体数の増減率を⾒ると、令和7(2025)年は令和2(2020)年

に⽐べ、北海道では100ha以上層で、都府県では10ha以上層で農業経営体数が増加しまし
た(図図表表22--22--88)。 

 
農林⽔産省では、農業経営の法⼈化や改善を進めるため、農業経営・就農⽀援センター

による経営相談や専⾨家を活⽤した助⾔等を通じた⽀援を⾏っています。 
また、農産物販売⾦額規模別の農業経営体数の増減率を⾒ると、令和7(2025)年は令和

2(2020)年に⽐べ、3千万円以上の各層で上昇しています(図図表表22--22--99)。 
 

図表2-2-7 経営耕地⾯積規模別の農業経営体数(都府県) 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値。ただし、平成12(2000)、17(2005)年の沖縄県については前年12⽉1⽇時点の数値 

2) 平成12(2000)年は販売農家、平成17(2005)年以降は農業経営体の数値 
3) 平成12(2000)年における15.0ha以上の販売農家数については、10.0〜20.0haの販売農家数として表記している。 
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資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」、「2025年農林業センサス」 
注：1) 「1ha未満」には経営耕地⾯積なしを含まない。 

2) 令和2(2020)年から令和7(2025)年にかけての増減率 

図表2-2-8 経営耕地⾯積規模別の農業経営体数の増減率 
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令和6(2024)年度における⼥性の認定
農業者数は、1万1,589経営体と、前年度
に⽐べ1.2%減少しました(図図表表22--22--1122)。
⼀⽅、全体の認定農業者に占める⼥性の
割合については、令和6(2024)年度は
5.5%と、前年度に⽐べ0.1ポイント上昇
し、第5次計画の成果⽬標を達成しまし
た。 

認定農業者制度では、家族経営協定等
を締結している夫婦等による共同申請も
認められており、⼥性認定農業者のうち、
5,576経営体は夫婦による共同申請とな
っています。 

 
 
 
 
 

((地地域域のの⽅⽅針針策策定定にに参参画画すするる⼥⼥性性農農業業者者のの割割合合はは上上昇昇ししてていいるるもものののの、、取取組組のの継継続続がが必必要要))  
⼥性が活躍できる地域農業の実現のため、農業委員会等に関する法律及び農業協同組合

法においては、農業委員や農協理事等の年齢や性別に著しい偏りが⽣じないように配慮し
なければならないことが規定されています。また、令和7(2025)年4⽉の改正後の⼟地改良
法でも、⼟地改良区の理事の構成に関して、年齢や性別に配慮する旨が規定されました。 

農業委員や農協役員1、⼟地改良区理事2に占める⼥性の割合については上昇傾向で推移
しており、令和6(2024)年度は、農業委員では14.4%、農協役員では11.2%、⼟地改良区理
事では2.6%にそれぞれ上昇しました(図図表表22--22--1133)。このうち、農協役員については、第5
次計画における成果⽬標のうち、早期に達成すべきとされた10%の⽬標に到達しました。 

令和8(2026)年3⽉に閣議決定した「第6次男⼥共同参画基本計画」では、地域の農林⽔
産業の⽅針決定過程への参画について、令和12(2030)年度までに、農業委員は30%(早期
20%)、農協役員は20%(早期15%)、⼟地改良区理事は10%とすることを成果⽬標としてい
ます。 

農林⽔産省では、地⽅公共団体や農業団体等に対して、⼥性の登⽤促進や具体的な⽬標
の設定等についての働き掛け等を⾏っていますが、こうした成果⽬標の達成に向けて、継
続して取組を進める必要があります。 

 

 
1 本節では、農協の理事及び監事 
2 本節では、⼟地改良区連合の理事を含む。 

図表2-2-12 ⼥性の認定農業者数 

資料：農林⽔産省「農業経営改善計画の営農類型別等の認定状況」
を基に作成 

注：1) 各年度末時点の数値 
2) ⽬標値は、内閣府「第5次男⼥共同参画基本計画」、「第6

次男⼥共同参画基本計画」における⽬標値 
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((農農業業者者のの経経営営管管理理能能⼒⼒のの向向上上にに向向けけたた取取組組がが重重要要))  
効率的かつ安定的な農業経営が農業⽣産の相当部分を担う農業構造を確⽴するためには、

営農の類型及び地域の特性に応じ、農業⽣産基盤整備の推進、農業経営の規模拡⼤、その
他農業経営基盤の強化を図ることが重要です。このためには、農業法⼈等が離農農地の受
⽫となり、規模拡⼤や事業の多⾓化等を進めつつ、合理的な費⽤を考慮した価格の形成に
向けて、農業者⾃らがコスト構造を把握し、説明できるようにしていくために必要な経営
管理能⼒の向上に向けた取組等が重要となっています。 

農林⽔産省では、農業者の経営管理能⼒及び農業者を⽀援する者の⽀援能⼒の向上に向
けて、関係機関等が有機的に連携できるよう、農業者の⽀援を⾏っている各⺠間セクター
を会員とした「農業経営⼈材の育成に向けた官⺠協議会」を令和6(2024)年6⽉に設置しま
した。同協議会と連携して、経営戦略や財務・労務管理等を学ぶ研修プログラムや、農業
経営の財務分析システムの活⽤等を推進しています。 

また、⺠間⾦融機関等からの適切な出資・融資を促進していくためには、客観的な農業
法⼈の企業価値評価⼿法の確⽴が必要であることから、農林⽔産省では、農業法⼈の企業
価値評価⼿法の枠組みの構築に取り組んでいます。 

さらに、雇⽤確保や事業拡⼤、環境負荷低減や⽣産性向上のための新技術の導⼊等に対
応できる⼈材の育成・確保を図るため、農業者のリ・スキリング(職業能⼒の再開発・再教
育)等を推進しており、各都道府県においても、営農しながら体系的に経営を学ぶ場として
の農業経営塾等の研修機会の提供に取り組んでいます。 

 
((44))  ⼥⼥性性がが活活躍躍ででききるる環環境境整整備備  
((⼥⼥性性農農業業者者のの活活動動促促進進))  

「第5次男⼥共同参画基本計画」(以下「第5次計画」という。)では、農林⽔産業の発展、
農⼭漁村への⼈材の呼び込みのためには、⼥性が働きやすく暮らしやすい農⼭漁村にする
ことが重要であり、⼥性が地域の農林⽔産業の⽅針決定過程に参画し、意⾒を反映させて
いくことが必要とされています。第5次計画で設定された令和7(2025)年度を期限とする成
果⽬標の達成に向け、各種取組を進めた結果、農業における⼥性の活躍の進展が⾒られま
す。 

令和5(2023)年における⼥性の新規就農者数は1万2,680⼈と、前年に⽐べ4.1%減少し、
このうち、新規⾃営農業就農者数は、8,700⼈となりました(図図表表22--22--1111)。 

資料：農林⽔産省「新規就農者調査結果」 
注：1) 当該年の2⽉1⽇〜翌年の1⽉31⽇の1年間に新規就農した者

の数値 
2) 令和6年能登半島地震の影響により、令和5(2023)年の新規

⾃営農業就農者数及び新規雇⽤就農者数については、⽯川
県の7市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、
⽳⽔町及び能登町)以外の調査対象者の調査結果から算出し
た。令和5(2023)年の新規参⼊者数については、⽯川県の6
市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、⽳⽔町及び能登町)
を除いて集計した。 
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令和6(2024)年度における⼥性の認定
農業者数は、1万1,589経営体と、前年度
に⽐べ1.2%減少しました(図図表表22--22--1122)。
⼀⽅、全体の認定農業者に占める⼥性の
割合については、令和6(2024)年度は
5.5%と、前年度に⽐べ0.1ポイント上昇
し、第5次計画の成果⽬標を達成しまし
た。 

認定農業者制度では、家族経営協定等
を締結している夫婦等による共同申請も
認められており、⼥性認定農業者のうち、
5,576経営体は夫婦による共同申請とな
っています。 

 
 
 
 
 

((地地域域のの⽅⽅針針策策定定にに参参画画すするる⼥⼥性性農農業業者者のの割割合合はは上上昇昇ししてていいるるもものののの、、取取組組のの継継続続がが必必要要))  
⼥性が活躍できる地域農業の実現のため、農業委員会等に関する法律及び農業協同組合

法においては、農業委員や農協理事等の年齢や性別に著しい偏りが⽣じないように配慮し
なければならないことが規定されています。また、令和7(2025)年4⽉の改正後の⼟地改良
法でも、⼟地改良区の理事の構成に関して、年齢や性別に配慮する旨が規定されました。 

農業委員や農協役員1、⼟地改良区理事2に占める⼥性の割合については上昇傾向で推移
しており、令和6(2024)年度は、農業委員では14.4%、農協役員では11.2%、⼟地改良区理
事では2.6%にそれぞれ上昇しました(図図表表22--22--1133)。このうち、農協役員については、第5
次計画における成果⽬標のうち、早期に達成すべきとされた10%の⽬標に到達しました。 

令和8(2026)年3⽉に閣議決定した「第6次男⼥共同参画基本計画」では、地域の農林⽔
産業の⽅針決定過程への参画について、令和12(2030)年度までに、農業委員は30%(早期
20%)、農協役員は20%(早期15%)、⼟地改良区理事は10%とすることを成果⽬標としてい
ます。 

農林⽔産省では、地⽅公共団体や農業団体等に対して、⼥性の登⽤促進や具体的な⽬標
の設定等についての働き掛け等を⾏っていますが、こうした成果⽬標の達成に向けて、継
続して取組を進める必要があります。 

 

 
1 本節では、農協の理事及び監事 
2 本節では、⼟地改良区連合の理事を含む。 

図表2-2-12 ⼥性の認定農業者数 

資料：農林⽔産省「農業経営改善計画の営農類型別等の認定状況」
を基に作成 

注：1) 各年度末時点の数値 
2) ⽬標値は、内閣府「第5次男⼥共同参画基本計画」、「第6

次男⼥共同参画基本計画」における⽬標値 
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((農農業業者者のの経経営営管管理理能能⼒⼒のの向向上上にに向向けけたた取取組組がが重重要要))  
効率的かつ安定的な農業経営が農業⽣産の相当部分を担う農業構造を確⽴するためには、

営農の類型及び地域の特性に応じ、農業⽣産基盤整備の推進、農業経営の規模拡⼤、その
他農業経営基盤の強化を図ることが重要です。このためには、農業法⼈等が離農農地の受
⽫となり、規模拡⼤や事業の多⾓化等を進めつつ、合理的な費⽤を考慮した価格の形成に
向けて、農業者⾃らがコスト構造を把握し、説明できるようにしていくために必要な経営
管理能⼒の向上に向けた取組等が重要となっています。 
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令和7(2025)年度は、同プロジェクトに参画する企業・教育機関等が情報交換を⾏う場
として「パートナーズ会議」を初開催し、企業等間の新たな連携を模索する交流のきっか
けづくりを⾏いました。 

また、就農を⽬指す⼥性同⼠の交流の場として「プレメンバーの集い」を開催し、就農
前、就農直後の課題等を共有しました。 

さらに、他組織と連携したセミナーの実施や、地⽅公共団体等との情報共有、プレメン
バーを始めとしたプロジェクトの新規層に寄り添った情報発信等を強化し、⼥性農業者が
学ぶ機会の更なる創出を⽬指していくこととしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
福岡県みやま市

し
の德永

とくなが
順⼦
じゅんこ

さんは、平成14(2002)年に農業委員とな
り、平成28(2016)年に同県内で⼥性として2番⽬となる農業委員会会⻑
に就任しました。 

同市内の遊休農地を解消するため、德永さんは、同市の環境衛⽣課と
共に、景観作物であり搾油も可能な品種の菜の花栽培に取り組みまし
た。さらに、地元の南筑後

みなみちくご
農業協同組合と連携し、そのなたねから採れ

たオイルの⽣産・販売を拡⼤しました。同市はこれを令和元(2019)年か
らふるさと納税返礼品として採⽤するとともに、学校での⾷農教育や学
校給⾷に使⽤することで地産地消を推進しています。 

これに続く新商品として、令和5(2023)年からはセルリーを、令和
6(2024)年からは⻩からし菜の種を活⽤した商品の開発を進めていま
す。このような取組は、他県の⼥性農業委員の活動のヒントにもなって
おり、地域間で情報交換をすることにもつながっています。 

また、德永さんは、平成25(2013)年には同市の環境審議会委員に就任
し、⽣ごみをメタン発酵するバイオマスセンターで⽣成される液肥の農
業への活⽤を進め、資源循環のまちづくりに寄与しており、さらに、令
和4(2022)年からは、⼟地改良区理事として、約60haの⼤規模区画整備
に取り組み、地元特産のみかんの産地承継に尽⼒しています。 

德永さんは、引き続き、遊休農地の解消等を積極的に進めていくとともに、⾃分の意⾒を主張でき
る⼥性農業委員を増やし、地域の⼈々と「楽しくワクワクすること」に取り組んでいく考えです。 

みみややまま市市農農業業委委員員会会会会⻑⻑  
德德永永順順⼦⼦ささんん  

資料：德永順⼦さん 

((事事例例))  ⼥⼥性性のの農農業業委委員員会会会会⻑⻑にによよるる地地域域活活動動のの展展開開((福福岡岡県県))  

就就農農をを⽬⽬指指すすププレレメメンンババーー同同⼠⼠のの交交流流のの場場  

 

農農業業⼥⼥⼦⼦ププロロジジェェククトト  
URL：https://nougyoujoshi.maff.go.jp/ 

 

 
 

((「「農農業業リリーーダダーーズズササミミッットト22002255」」をを開開催催))  
⼥性が地域農業の⽅針策定に参画するためには、地域や組織のトップ層の理解やリーダ

ーシップ、コミットメントが重要となることから、農林⽔産省は、令和7(2025)年11⽉に、
農業委員会会⻑、農協理事、⼟地改良区理事⻑等の地域の農業関連組織のトップを対象に
「農業リーダーズサミット2025−変⾰の時代を⽣き抜く地域農業の在り⽅−⼥性登⽤の
意義」を開催しました。同サミットでは、性別による役割分担意識の解消や⼥性に選ばれ
る組織・地域づくりについて議論が⾏われるとともに、各農業関連組織による⼥性の参画
に向けた今後の取組⽅針が表明されました。 

 
((「「農農業業⼥⼥⼦⼦ププロロジジェェククトト」」のの更更ななるる活活性性化化))  

「農業⼥⼦プロジェクト」は、社会全体での
⼥性農業者の存在感を⾼め、⼥性農業者⾃らの
意識改⾰や経営⼒発展を促すとともに、職業と
しての農業を選択する若⼿⼥性の増加を図るこ
とを⽬指すものであり、多様な活動を展開して
います。平成25(2013)年に設⽴された同プロジ
ェクトは、令和8(2026)年2⽉には1千⼈を超え
るメンバーによる地域・世代を超えた全国ネットワークに成⻑しており、企業との協同に
よる商品・サービスの開発や未来の農業⼥⼦を育む活動といった多彩な取組1を実施してい
ます。 

企業との協同により開発された⼥性が使いやすい農業機械等は「ジェンダード・イノベ
ーション2」の観点からも注⽬を浴びており、また、⼥性に限らず、新規就農者や⾼齢農業
者といった多くの⽅が使いやすいものとなっています。 

 
1 各期の農業⼥⼦プロジェクト推進会議資料を参照 
2 科学や技術に性差の視点を取り込むことによって創出されるイノベーションのこと 

図表2-2-13 農業委員、農協役員、⼟地改良区理事に占める⼥性の割合 

資料：農林⽔産省「農業委員への⼥性の参画状況」、「総合農協統計表」、「⼟地改良団体における⼥性理事登⽤状況」を基に作成 
注：1) 農業委員は各年度10⽉1⽇時点、農協役員は各事業年度末時点、⼟地改良区理事は各年度末時点の数値 

2) ⽬標値は、内閣府「第5次男⼥共同参画基本計画」、「第6次男⼥共同参画基本計画」における⽬標値(ただし、早期⽬標は除く。) 
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「「農農業業⼥⼥⼦⼦ププロロジジェェククトト」」推推進進会会議議  
URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/noujopj.html 
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農林⽔産省では、農業における労働⼒不⾜を解消するため、国内外からの⼈材の受⼊体
制整備、呼び込み・確保、育成までの⽀援等に取り組んでいます。 

 

 
 

((労労働働環環境境のの改改善善にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  
農業は、労働関係法制において特例的な取扱いが認められていますが、若者や⼥性にも

選ばれる産業となり、必要な⼈材を確保していくためには、他産業並みの労働環境を備え
た経営体を増加させていく必要があります。 

このため、農林⽔産省では、令和6(2024)年度から「農業の労働環境改善に向けた政策
の在り⽅に関する検討会」を開催し、労災保険の任意加⼊促進等も含め、労働環境改善に
向けた課題や対応策等について議論しています。このような議論も踏まえつつ、雇⽤の確
保に資する労働環境の改善を進めています。 

 
((外外国国⼈⼈材材のの労労働働⼒⼒確確保保))  

令和7(2025)年における農業分野の外国⼈材の総数は、6万4,826⼈と、特定技能制度の
活⽤が進んだことにより、前年に⽐べ6,687⼈増加しました(図図表表22--22--1166)。 

図表2-2-14 農業における雇⽤者数 図表2-2-15 農林漁業の有効求⼈倍率 

資料：厚⽣労働省「⼀般職業紹介状況」を基に農林⽔産省作成 
注：有効求⼈倍率は、パートタイムを含む常⽤の数値 

資料：総務省「労働⼒調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 平成27(2015)年以前は、役員と⼀般常雇(1年を超える⼜は

雇⽤期間を定めない契約で雇われている者で「役員」以外
の者)を「常雇」、1か⽉以上1年以下の期間を定めて雇われ
ている者を「臨時雇」、1か⽉未満の契約で雇われている者
を「⽇雇」としている。 

2) 令和2(2020)年以降は、雇⽤契約期間に基づき、定めがな
い者、1年超の者及び従業上の地位が役員の者を「常雇」、
1年以下の者を「臨時雇・⽇雇」、期間が分からない者及び
定めがあるか分からない者を「その他」としている。 
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((55))  持持続続的的なな農農業業経経営営のの実実現現にに向向けけたた雇雇⽤⽤労労働働⼒⼒のの確確保保・・環環境境整整備備  
((雇雇⽤⽤労労働働⼒⼒のの確確保保等等のの課課題題にに対対応応すするる必必要要))  

農業における雇⽤者数については、令和7(2025)年は54万⼈となっています(図図表表
22--22--1144)。 

今後、国内の⽣産年齢⼈⼝が⼤幅に減少していく中、各産業間の⼈材獲得競争が激化す
ることが⾒込まれます。 

農林漁業の有効求⼈倍率は、平成26(2014)年以降、1.0倍を上回っており、⼈⼿不⾜の状
況が継続しています(図図表表22--22--1155)。 

農業就業⼈⼝の減少が進む中で、⼈材を雇⽤する経営体が⼈と農地の受⽫となる事例が
増加しており、今後、このような経営体が必要な雇⽤労働⼒を確保できなければ、地域農
業を⽀えていくことが難しくなります。 

 

資料：農林⽔産省「2005年農林業センサス」、「2010年世界農林業センサス」
(組替集計)、「2015年農林業センサス」(組替集計)、「2020年農林業
センサス」、「2025年農林業センサス」、⽶国農務省“Census of
Agriculture”を基に農林⽔産省作成 

注：1) 我が国は各年2⽉1⽇時点の数値。ただし、平成17(2005)年の沖
縄県については前年12⽉1⽇時点の数値 

2) 我が国は個⼈経営体の基幹的農業従事者の数値。ただし、平成
17(2005)年は販売農家の基幹的農業従事者の数値。⽶国は、平成
14(2002)〜24(2012)年はoperators(農場経営に携わり、農作業を
⾏うか、あるいは植付けや収穫、給餌、マーケティング等の⽇常
的な意思決定に関与している者)、平成29(2017)〜令和4(2022)
年はproducers(農場経営の意思決定に関与している者。意思決定
には、植付けや収穫、家畜管理、マーケティング等に係る事項が
含まれる。)の数値であるため、破線でつなげている。 

3) 「農林業センサス」と“Census of Agriculture”は、どちらも5年
ごとに実施しているが、実施年は異なる。 

  

((ココララムム))  ⽇⽇⽶⽶農農業業セセンンササススにによよるる⼥⼥性性農農業業者者のの⽇⽇⽶⽶⽐⽐較較  

図図表表  我我がが国国とと⽶⽶国国のの農農業業従従事事者者にに占占めめるる  
⼥⼥性性のの割割合合  

令和6(2024)年に⽶国農務省が公表した調査によると、⽶国の⼥性農業従事者の割合は上昇してい
ます。我が国における基幹的農業従事者に占める⼥性の割合は、⽶国における農業従事者に占める⼥
性の割合よりも⾼い⽔準で推移していますが、令和7(2025)年は36.4%となりました(図図表表)。 

また、我が国と⽶国では、農業経営の参画について定義が異なるため、⼀概に⽐較はできませんが、
⼥性農業者の経営⽅針決定への参画状況*を⾒ると、我が国では、令和6(2024)年において、「⼥性が
経営⽅針に関与している経営体」の割合が29.8%であるのに対し、⽶国では、令和4(2022)年におい
て「⽇常的な意思決定に関与している農業者のうち⼥性」の割合は、33.2%となっています。 

⽶国の農業において、⼥性の参画が⾼まっている中、我が国の農業においても⼥性の歩みを進め、
社会全体で後押ししていく必要があります。 

 
＊ 我が国の「⼥性が経営⽅針に関与している経営体」とは、「令和6年農業構造動態調査」によるものであり、⼥性が経営者であ

る経営体及び、経営者以外で、調査期⽇前1年間に⾃営農業に関して、⽣産品⽬や飼養する畜種の選定・規模、出荷先、資⾦調
達、機械・施設等への投資、農地借⼊、農作業受託(請負)⼜は雇⽤及びその管理のいずれかの決定に参画した世帯員がいた経
営体を指す。⽶国の「⽇常的な意思決定に関与している農業者のうち⼥性」の割合は、農場に関する意思決定(⽇常的な意思決
定、⼟地利⽤や作物、家畜、マーケティングに関する決定、記録保持や財務管理、資産管理・事業継承の計画を含む)への関与
のうち、⽇常的な意思決定に関与している⼥性の割合を指す。 
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農林⽔産省では、農業における労働⼒不⾜を解消するため、国内外からの⼈材の受⼊体
制整備、呼び込み・確保、育成までの⽀援等に取り組んでいます。 

 

 
 

((労労働働環環境境のの改改善善にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  
農業は、労働関係法制において特例的な取扱いが認められていますが、若者や⼥性にも

選ばれる産業となり、必要な⼈材を確保していくためには、他産業並みの労働環境を備え
た経営体を増加させていく必要があります。 

このため、農林⽔産省では、令和6(2024)年度から「農業の労働環境改善に向けた政策
の在り⽅に関する検討会」を開催し、労災保険の任意加⼊促進等も含め、労働環境改善に
向けた課題や対応策等について議論しています。このような議論も踏まえつつ、雇⽤の確
保に資する労働環境の改善を進めています。 

 
((外外国国⼈⼈材材のの労労働働⼒⼒確確保保))  

令和7(2025)年における農業分野の外国⼈材の総数は、6万4,826⼈と、特定技能制度の
活⽤が進んだことにより、前年に⽐べ6,687⼈増加しました(図図表表22--22--1166)。 

図表2-2-14 農業における雇⽤者数 図表2-2-15 農林漁業の有効求⼈倍率 

資料：厚⽣労働省「⼀般職業紹介状況」を基に農林⽔産省作成 
注：有効求⼈倍率は、パートタイムを含む常⽤の数値 

資料：総務省「労働⼒調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 平成27(2015)年以前は、役員と⼀般常雇(1年を超える⼜は

雇⽤期間を定めない契約で雇われている者で「役員」以外
の者)を「常雇」、1か⽉以上1年以下の期間を定めて雇われ
ている者を「臨時雇」、1か⽉未満の契約で雇われている者
を「⽇雇」としている。 

2) 令和2(2020)年以降は、雇⽤契約期間に基づき、定めがな
い者、1年超の者及び従業上の地位が役員の者を「常雇」、
1年以下の者を「臨時雇・⽇雇」、期間が分からない者及び
定めがあるか分からない者を「その他」としている。 
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((55))  持持続続的的なな農農業業経経営営のの実実現現にに向向けけたた雇雇⽤⽤労労働働⼒⼒のの確確保保・・環環境境整整備備  
((雇雇⽤⽤労労働働⼒⼒のの確確保保等等のの課課題題にに対対応応すするる必必要要))  

農業における雇⽤者数については、令和7(2025)年は54万⼈となっています(図図表表
22--22--1144)。 

今後、国内の⽣産年齢⼈⼝が⼤幅に減少していく中、各産業間の⼈材獲得競争が激化す
ることが⾒込まれます。 

農林漁業の有効求⼈倍率は、平成26(2014)年以降、1.0倍を上回っており、⼈⼿不⾜の状
況が継続しています(図図表表22--22--1155)。 

農業就業⼈⼝の減少が進む中で、⼈材を雇⽤する経営体が⼈と農地の受⽫となる事例が
増加しており、今後、このような経営体が必要な雇⽤労働⼒を確保できなければ、地域農
業を⽀えていくことが難しくなります。 

 

資料：農林⽔産省「2005年農林業センサス」、「2010年世界農林業センサス」
(組替集計)、「2015年農林業センサス」(組替集計)、「2020年農林業
センサス」、「2025年農林業センサス」、⽶国農務省“Census of
Agriculture”を基に農林⽔産省作成 

注：1) 我が国は各年2⽉1⽇時点の数値。ただし、平成17(2005)年の沖
縄県については前年12⽉1⽇時点の数値 

2) 我が国は個⼈経営体の基幹的農業従事者の数値。ただし、平成
17(2005)年は販売農家の基幹的農業従事者の数値。⽶国は、平成
14(2002)〜24(2012)年はoperators(農場経営に携わり、農作業を
⾏うか、あるいは植付けや収穫、給餌、マーケティング等の⽇常
的な意思決定に関与している者)、平成29(2017)〜令和4(2022)
年はproducers(農場経営の意思決定に関与している者。意思決定
には、植付けや収穫、家畜管理、マーケティング等に係る事項が
含まれる。)の数値であるため、破線でつなげている。 

3) 「農林業センサス」と“Census of Agriculture”は、どちらも5年
ごとに実施しているが、実施年は異なる。 

  

((ココララムム))  ⽇⽇⽶⽶農農業業セセンンササススにによよるる⼥⼥性性農農業業者者のの⽇⽇⽶⽶⽐⽐較較  

図図表表  我我がが国国とと⽶⽶国国のの農農業業従従事事者者にに占占めめるる  
⼥⼥性性のの割割合合  

令和6(2024)年に⽶国農務省が公表した調査によると、⽶国の⼥性農業従事者の割合は上昇してい
ます。我が国における基幹的農業従事者に占める⼥性の割合は、⽶国における農業従事者に占める⼥
性の割合よりも⾼い⽔準で推移していますが、令和7(2025)年は36.4%となりました(図図表表)。 

また、我が国と⽶国では、農業経営の参画について定義が異なるため、⼀概に⽐較はできませんが、
⼥性農業者の経営⽅針決定への参画状況*を⾒ると、我が国では、令和6(2024)年において、「⼥性が
経営⽅針に関与している経営体」の割合が29.8%であるのに対し、⽶国では、令和4(2022)年におい
て「⽇常的な意思決定に関与している農業者のうち⼥性」の割合は、33.2%となっています。 

⽶国の農業において、⼥性の参画が⾼まっている中、我が国の農業においても⼥性の歩みを進め、
社会全体で後押ししていく必要があります。 

 
＊ 我が国の「⼥性が経営⽅針に関与している経営体」とは、「令和6年農業構造動態調査」によるものであり、⼥性が経営者であ

る経営体及び、経営者以外で、調査期⽇前1年間に⾃営農業に関して、⽣産品⽬や飼養する畜種の選定・規模、出荷先、資⾦調
達、機械・施設等への投資、農地借⼊、農作業受託(請負)⼜は雇⽤及びその管理のいずれかの決定に参画した世帯員がいた経
営体を指す。⽶国の「⽇常的な意思決定に関与している農業者のうち⼥性」の割合は、農場に関する意思決定(⽇常的な意思決
定、⼟地利⽤や作物、家畜、マーケティングに関する決定、記録保持や財務管理、資産管理・事業継承の計画を含む)への関与
のうち、⽇常的な意思決定に関与している⼥性の割合を指す。 
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((77))  農農業業経経営営資資⾦⾦ニニーーズズへへのの対対応応、、中中⻑⻑期期的的ななセセーーフフテティィネネッットト対対策策、、⽣⽣涯涯
をを通通じじたた保保障障にに向向けけたた取取組組等等  

((農農業業分分野野のの資資⾦⾦需需要要はは拡拡⼤⼤))  
農業向けの融資においては、農協系統⾦融機関(信⽤事業を⾏う農協及び信⽤農業協同組

合連合会並びに農林中央⾦庫(以下「農林中⾦」という。))、地⽅銀⾏等の⼀般⾦融機関が
短期の運転資⾦や中期の設備資⾦を中⼼に、公庫がこれらを補完する形で⻑期・⼤型の設
備資⾦を中⼼に、農業者への資⾦供給の役割を担っています。 

近年、農業経営の規模拡⼤や、物流、加⼯、輸出等の取組の進展等により、農業分野の
資⾦需要は拡⼤している状況にあります(図図表表22--22--1188)。 

これに対応するためにも、⺠間資⾦の
更なる活⽤を促進する必要があります。
⺠間農業融資の⼤部分を担う農協系統、
とりわけ、農林中⾦の農林⽔産業・関連
産業向け⾦融(融資・出資等)を促進する
ことが重要です。また、⺠間⾦融機関が
取り扱う⻑期・低利の制度資⾦である農
業近代化資⾦について、資⾦需要の拡⼤
に対応し得るよう、貸付条件を⾒直す必要があります。こうした状況を踏まえ、政府は⺠
間資⾦の更なる活⽤を促進するため「農林中央⾦庫法の⼀部を改正する法律案」及び「農
業近代化資⾦融通法の⼀部を改正する法律案」を第221回特別国会に提出したところです。 

 
((経経営営所所得得安安定定対対策策のの加加⼊⼊申申請請件件数数はは、、前前年年度度にに⽐⽐べべ減減少少))  

経営所得安定対策は、農業経営の安定
に資するよう、諸外国との⽣産条件の格
差から⽣じる不利を補正するための畑作
物の直接⽀払交付⾦(以下「ゲタ対策」と
いう。)や農業収⼊の減少が経営に及ぼす
影響を緩和するための⽶・畑作物の収⼊
減少影響緩和交付⾦(以下「ナラシ対策」
という。)を交付するものです。 

令和7(2025)年度におけるゲタ対策に
ついては、加⼊申請件数は3万7,069件と、前年度に⽐べ2,222件減少し、作付計画⾯積は50
万8千haと、前年度に⽐べ1万8千ha減少しました(図図表表22--22--1199)。 

また、ナラシ対策については、収⼊保険への移⾏等により、加⼊申請件数は4万2,759件
と、前年産に⽐べ6,205件減少し、申請⾯積は55万2千haと、前年産に⽐べ1万5千ha減少し
ました。 

 
((収収⼊⼊保保険険のの加加⼊⼊者者はは引引きき続続きき拡拡⼤⼤))  

収⼊保険は、農業者の⾃由な経営判断に基づく収益性の⾼い作物の導⼊や新たな販路の
開拓にチャレンジする取組等に対する総合的なセーフティネットであり、品⽬の枠にとら
われず、⾃然災害だけでなく価格低下等の様々なリスクによる収⼊の減少を補償するもの
です。 

図表2-2-18 1経営体当たりの借⼊⾦(指数) 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査」を基に作成 
注：平成2(1990)年を100とする指数 

平成2年
(1990)

令和6
(2024)

100 1,170

図表2-2-19 経営所得安定対策の加⼊申請状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：ナラシ対策は、各年産の数値 

令和元年度
(2019)

6
(2024)

7
(2025)

加⼊申請件数(件) 43,307 39,291 37,069
作付計画⾯積(ha) 494,405 526,273 508,126
加⼊申請件数(件) 88,209 48,964 42,759
申請⾯積(ha) 882,505 567,341 552,022

ゲタ
対策
ナラシ
対策

 

 
 
特定技能制度は、⼈⼿不⾜が続いている中で、外国⼈材の受⼊れのために平成31(2019)

年に運⽤が開始された制度であり、農業を含む16分野1において、「特定技能」の在留資格
で、⼀定の専⾨性・技能を有し、即戦⼒となる外国⼈を受け⼊れています。令和8(2026)
年3⽉に法務省が公表した資料によると、令和7(2025)年12⽉末時点での農業分野における
特定技能在留外国⼈数は3万9,234⼈と、前年同⽉末に⽐べ9,903⼈増加しました。 

令和6(2024)年6⽉に創設された育成就労制度については、令和9(2027)年度の運⽤開始
に向けて、関係省庁と連携して必要な準備を進めているところであり、農林⽔産省では、
農業分野における外国⼈材の確保と適正かつ円滑な受⼊れに向けて、働きやすい環境の整
備等を⽀援していくこととしています。 

 
((66))  多多様様なな農農業業者者にによよるる農農業業⽣⽣産産活活動動等等のの展展開開  
((多多様様なな農農業業者者にによよるる取取組組をを推推進進))  

令和7(2025)年の農業を副業的に営む
準主業経営体と副業的経営体が農業経営
体に占める割合は72.5%、経営耕地⾯積
に占める割合は30.3%となっています
(図図表表22--22--1177)。 

地域農業の担い⼿となる法⼈経営体や
主業経営体が、離農する経営体の農地を
引き受けて⾷料⽣産や供給を⽀えていま
すが、⽣産現場では担い⼿以外の経営体
等も地域社会や農地の維持に⼀定の役割
を果たしている実態がうかがわれます。 

農林⽔産省では、地域の実情に応じた
⽣産体制の強化を⽀援するとともに、専⾨的に経営・技術等をサポートする農業⽀援サー
ビス事業者の育成・確保、農業の有する多⾯的機能の発揮の促進を図るために地域共同で
⾏う農地・⽔路等の保全活動の推進等により、多様な農業者の取組を⽀援しています。 

 
 

 
1 介護、ビルクリーニング、⼯業製品製造業、建設、造船・舶⽤⼯業、⾃動⾞整備、航空、宿泊、⾃動⾞運送業、鉄道、農業、漁業、

飲⾷料品製造業、外⾷業、林業、⽊材産業 

図表2-2-16 農業分野における外国⼈材の受⼊状況 
資料：厚⽣労働省「「外国⼈雇⽤状況」の届出状況」を基に農林⽔産省

作成 
注：1) 各年10⽉末時点の数値 

2) 令和元(2019)年以降の数値には、「特定技能在留外国⼈」の⼈
数も含まれる。 

3) 「外国⼈雇⽤状況」の届出は、雇⼊れ・離職時に義務付けて
おり、「技能実習」から「特定技能」へ移⾏する場合等の離職
を伴わない場合は届出義務がないため、他の調査と⼀致した
数値とはならない。 

図表2-2-17 担い⼿以外の経営体が農業経営体や
経営耕地⾯積に占める割合 

資料：農林⽔産省「2025年農林業センサス」を基に作成 
注：準主業経営体と副業的経営体の割合 
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((77))  農農業業経経営営資資⾦⾦ニニーーズズへへのの対対応応、、中中⻑⻑期期的的ななセセーーフフテティィネネッットト対対策策、、⽣⽣涯涯
をを通通じじたた保保障障にに向向けけたた取取組組等等  

((農農業業分分野野のの資資⾦⾦需需要要はは拡拡⼤⼤))  
農業向けの融資においては、農協系統⾦融機関(信⽤事業を⾏う農協及び信⽤農業協同組

合連合会並びに農林中央⾦庫(以下「農林中⾦」という。))、地⽅銀⾏等の⼀般⾦融機関が
短期の運転資⾦や中期の設備資⾦を中⼼に、公庫がこれらを補完する形で⻑期・⼤型の設
備資⾦を中⼼に、農業者への資⾦供給の役割を担っています。 

近年、農業経営の規模拡⼤や、物流、加⼯、輸出等の取組の進展等により、農業分野の
資⾦需要は拡⼤している状況にあります(図図表表22--22--1188)。 

これに対応するためにも、⺠間資⾦の
更なる活⽤を促進する必要があります。
⺠間農業融資の⼤部分を担う農協系統、
とりわけ、農林中⾦の農林⽔産業・関連
産業向け⾦融(融資・出資等)を促進する
ことが重要です。また、⺠間⾦融機関が
取り扱う⻑期・低利の制度資⾦である農
業近代化資⾦について、資⾦需要の拡⼤
に対応し得るよう、貸付条件を⾒直す必要があります。こうした状況を踏まえ、政府は⺠
間資⾦の更なる活⽤を促進するため「農林中央⾦庫法の⼀部を改正する法律案」及び「農
業近代化資⾦融通法の⼀部を改正する法律案」を第221回特別国会に提出したところです。 

 
((経経営営所所得得安安定定対対策策のの加加⼊⼊申申請請件件数数はは、、前前年年度度にに⽐⽐べべ減減少少))  

経営所得安定対策は、農業経営の安定
に資するよう、諸外国との⽣産条件の格
差から⽣じる不利を補正するための畑作
物の直接⽀払交付⾦(以下「ゲタ対策」と
いう。)や農業収⼊の減少が経営に及ぼす
影響を緩和するための⽶・畑作物の収⼊
減少影響緩和交付⾦(以下「ナラシ対策」
という。)を交付するものです。 

令和7(2025)年度におけるゲタ対策に
ついては、加⼊申請件数は3万7,069件と、前年度に⽐べ2,222件減少し、作付計画⾯積は50
万8千haと、前年度に⽐べ1万8千ha減少しました(図図表表22--22--1199)。 

また、ナラシ対策については、収⼊保険への移⾏等により、加⼊申請件数は4万2,759件
と、前年産に⽐べ6,205件減少し、申請⾯積は55万2千haと、前年産に⽐べ1万5千ha減少し
ました。 

 
((収収⼊⼊保保険険のの加加⼊⼊者者はは引引きき続続きき拡拡⼤⼤))  

収⼊保険は、農業者の⾃由な経営判断に基づく収益性の⾼い作物の導⼊や新たな販路の
開拓にチャレンジする取組等に対する総合的なセーフティネットであり、品⽬の枠にとら
われず、⾃然災害だけでなく価格低下等の様々なリスクによる収⼊の減少を補償するもの
です。 

図表2-2-18 1経営体当たりの借⼊⾦(指数) 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査」を基に作成 
注：平成2(1990)年を100とする指数 
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図表2-2-19 経営所得安定対策の加⼊申請状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：ナラシ対策は、各年産の数値 

令和元年度
(2019)

6
(2024)

7
(2025)

加⼊申請件数(件) 43,307 39,291 37,069
作付計画⾯積(ha) 494,405 526,273 508,126
加⼊申請件数(件) 88,209 48,964 42,759
申請⾯積(ha) 882,505 567,341 552,022

ゲタ
対策
ナラシ
対策

 

 
 
特定技能制度は、⼈⼿不⾜が続いている中で、外国⼈材の受⼊れのために平成31(2019)

年に運⽤が開始された制度であり、農業を含む16分野1において、「特定技能」の在留資格
で、⼀定の専⾨性・技能を有し、即戦⼒となる外国⼈を受け⼊れています。令和8(2026)
年3⽉に法務省が公表した資料によると、令和7(2025)年12⽉末時点での農業分野における
特定技能在留外国⼈数は3万9,234⼈と、前年同⽉末に⽐べ9,903⼈増加しました。 

令和6(2024)年6⽉に創設された育成就労制度については、令和9(2027)年度の運⽤開始
に向けて、関係省庁と連携して必要な準備を進めているところであり、農林⽔産省では、
農業分野における外国⼈材の確保と適正かつ円滑な受⼊れに向けて、働きやすい環境の整
備等を⽀援していくこととしています。 

 
((66))  多多様様なな農農業業者者にによよるる農農業業⽣⽣産産活活動動等等のの展展開開  
((多多様様なな農農業業者者にによよるる取取組組をを推推進進))  

令和7(2025)年の農業を副業的に営む
準主業経営体と副業的経営体が農業経営
体に占める割合は72.5%、経営耕地⾯積
に占める割合は30.3%となっています
(図図表表22--22--1177)。 

地域農業の担い⼿となる法⼈経営体や
主業経営体が、離農する経営体の農地を
引き受けて⾷料⽣産や供給を⽀えていま
すが、⽣産現場では担い⼿以外の経営体
等も地域社会や農地の維持に⼀定の役割
を果たしている実態がうかがわれます。 

農林⽔産省では、地域の実情に応じた
⽣産体制の強化を⽀援するとともに、専⾨的に経営・技術等をサポートする農業⽀援サー
ビス事業者の育成・確保、農業の有する多⾯的機能の発揮の促進を図るために地域共同で
⾏う農地・⽔路等の保全活動の推進等により、多様な農業者の取組を⽀援しています。 

 
 

 
1 介護、ビルクリーニング、⼯業製品製造業、建設、造船・舶⽤⼯業、⾃動⾞整備、航空、宿泊、⾃動⾞運送業、鉄道、農業、漁業、

飲⾷料品製造業、外⾷業、林業、⽊材産業 

図表2-2-16 農業分野における外国⼈材の受⼊状況 
資料：厚⽣労働省「「外国⼈雇⽤状況」の届出状況」を基に農林⽔産省

作成 
注：1) 各年10⽉末時点の数値 

2) 令和元(2019)年以降の数値には、「特定技能在留外国⼈」の⼈
数も含まれる。 

3) 「外国⼈雇⽤状況」の届出は、雇⼊れ・離職時に義務付けて
おり、「技能実習」から「特定技能」へ移⾏する場合等の離職
を伴わない場合は届出義務がないため、他の調査と⼀致した
数値とはならない。 

図表2-2-17 担い⼿以外の経営体が農業経営体や
経営耕地⾯積に占める割合 

資料：農林⽔産省「2025年農林業センサス」を基に作成 
注：準主業経営体と副業的経営体の割合 
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ス等の施設に⼤きな被害をもたらす災害も
発⽣している中、農林⽔産省では、園芸施
設共済への加⼊推進等に取り組んでいると
ころです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

((農農業業者者年年⾦⾦のの新新規規加加⼊⼊者者数数はは増増加加))  
農業者年⾦は、農業従事者のうち⾃営農業に従事する個⼈が任意で加⼊できる年⾦制度

です。農林⽔産省は、⻘⾊申告を⾏っている認定農業者等やその者と家族経営協定を結び
経営参画している配偶者・後継者等といった⼀定の要件を満たす対象者の保険料負担を軽
減するための政策⽀援を実施し、農業者の⽼後⽣活の安定と農業者の確保を図っています。 

農 業 者 年 ⾦ の 受 給 権 者 数 は 、 令 和
6(2024)年度は 5 万 9,388 ⼈と前年度に⽐
べ 1,975 ⼈増加しました(図図表表 22--22--2233)。 

また、新規加⼊者数についても、令和
6(2024)年度は 2,334 ⼈と前年度に⽐べ
218 ⼈増加しました。 

年⾦等を給付する事業を実施している独
⽴⾏政法⼈農 業 者

のうぎょうしゃ
年⾦
ねんきん

基⾦
き き ん

では、農業者
年⾦事業の業務の⼀部を担う農業委員会系
統組織及び農協系統組織と連携して、若者
や⼥性の加⼊拡⼤に向け、推進活動を実施
しています。 

 
 

((88))  流流通通・・加加⼯⼯のの合合理理化化  
((共共同同利利⽤⽤施施設設のの再再編編集集約約・・合合理理化化をを促促進進))  

農畜産物の調製保管や加⼯、流通を⽀える共同利⽤施設の耐⽤年数は、⼀般的に約30〜
50年である中、JA全中1が令和7(2025)年11⽉に公表した調査では、稼働している共同利⽤
施設のうち約7割が30年以上前に設置された施設となっています2。また、農業者の減少に
伴い、施設利⽤者の減少による施設稼働率の低下や、経年劣化・旧式化に伴う施設・設備
の稼働経費や利⽤者の負担が増加しており、施設利⽤率の向上や計画的な修繕・更新等を
⾏いつつ、共同利⽤施設の再編集約・合理化を進めていくことが必要です。 

 
1 正式名称は「⼀般社団法⼈全国農業協同組合中央会」 
2 ⼀般社団法⼈全国農業協同組合中央会「令和7年度JAグループ共同利⽤施設に関するフォローアップ調査結果概要(確定版)」 

図表2-2-22 共済⾦⽀払額 

資料：農林⽔産省作成 
注：家畜共済及び園芸施設共済は年度、農作物共済、果樹共済、

畑作物共済は年産の数値(いずれも速報値) 
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資料：独⽴⾏政法⼈農業者年⾦基⾦「数字で⾒るのうねん 令和 6
年度(2024 年度)」を基に農林⽔産省作成 

注：平成13(2001)年に改正された農業者年⾦制度における被保
険者数及び受給権者数の各年度末時点の数値 
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図表2-2-23 農業者年⾦の被保険者数と受給
権者数 

 

令和7(2025)年の加⼊経営体数は、10万3,441経営体と、前年に⽐べ4,313経営体増加し
ました(図図表表22--22--2200)。これは⻘⾊申告を⾏っている農業経営体数(34万7千経営体)の29.8%
に当たります。 

品⽬別に⾒ると、同年の加⼊経営体
数は、⽶が6万2,267経営体で最も多く、
次いで野菜、果樹の順となっています
(図図表表22--22--2211)。 

⾃然災害による損害を補償する農業
共済と合わせた農業保険全体で⾒た場
合、令和6(2024)年産における作付⾯
積ベースでの加⼊率は、⽔稲は81%、
⻨は96%、⼤⾖は81%となりました。
令和6(2024)年に保険期間が始まる収
⼊保険の加⼊者からは、(1)甚⼤な気象
災害による影響を緩和する特例、(2)
⻘⾊申告1年分のみでの加⼊、(3)保険
⽅式のみで9割まで補償するタイプの
適⽤も可能としているところです。 

 

 
 

((農農業業共共済済事事業業をを着着実実にに実実施施))  
農業共済制度は、農業保険法に基づき、農業者の経営安定を図るため、⾃然災害等によ

る収穫量の減少等の損失を補塡することを⽬的としています。同制度は、被災した農業者
の損失を保険の仕組みにより補塡するものであり、農業者があらかじめ掛⾦を出し合って
共同準備財産を造成し、被害が発⽣した場合にはその共同準備財産から共済⾦が⽀払われ
ることとなっています。 

また、農業共済団体は、農業保険制度の実施主体として、同法に基づいて設⽴されてお
り、農業の⽣産現場での農業保険の普及・利⽤拡⼤に向けた取組を推進しています。令和
6(2024)年度における農業共済組合員数は191万⼈となっており、近年の共済事業全体の共
済⾦⽀払額は800〜1千億円程度で推移しています(図図表表22--22--2222)。 

近年は、これまでに例を⾒ないような⼤⾬や⼤雪等の⾃然災害が多発化し、農業⽤ハウ

図表2-2-21 収⼊保険の品⽬別加⼊経営体数 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和7(2025)年の品⽬ごとの延べ経営体数 
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資料：農林⽔産省作成 
注：加⼊割合のうち、令和3(2021)〜6(2024)年は「2020年農林業センサ

ス」における⻘⾊申告を⾏っている農業経営体数(35万3千経営体(正
規の簿記と簡易な記帳の合計))に対する割合。令和7(2025)年は
「2025年農林業センサス」における⻘⾊申告を⾏っている農業経営
体数(34万7千経営体(正規の簿記と簡易な記帳の合計))に対する割
合 
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図表2-2-20 収⼊保険の加⼊経営体数と加⼊割合 
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ス等の施設に⼤きな被害をもたらす災害も
発⽣している中、農林⽔産省では、園芸施
設共済への加⼊推進等に取り組んでいると
ころです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

((農農業業者者年年⾦⾦のの新新規規加加⼊⼊者者数数はは増増加加))  
農業者年⾦は、農業従事者のうち⾃営農業に従事する個⼈が任意で加⼊できる年⾦制度

です。農林⽔産省は、⻘⾊申告を⾏っている認定農業者等やその者と家族経営協定を結び
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農 業 者 年 ⾦ の 受 給 権 者 数 は 、 令 和
6(2024)年度は 5 万 9,388 ⼈と前年度に⽐
べ 1,975 ⼈増加しました(図図表表 22--22--2233)。 

また、新規加⼊者数についても、令和
6(2024)年度は 2,334 ⼈と前年度に⽐べ
218 ⼈増加しました。 

年⾦等を給付する事業を実施している独
⽴⾏政法⼈農 業 者

のうぎょうしゃ
年⾦
ねんきん

基⾦
き き ん

では、農業者
年⾦事業の業務の⼀部を担う農業委員会系
統組織及び農協系統組織と連携して、若者
や⼥性の加⼊拡⼤に向け、推進活動を実施
しています。 

 
 

((88))  流流通通・・加加⼯⼯のの合合理理化化  
((共共同同利利⽤⽤施施設設のの再再編編集集約約・・合合理理化化をを促促進進))  

農畜産物の調製保管や加⼯、流通を⽀える共同利⽤施設の耐⽤年数は、⼀般的に約30〜
50年である中、JA全中1が令和7(2025)年11⽉に公表した調査では、稼働している共同利⽤
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の稼働経費や利⽤者の負担が増加しており、施設利⽤率の向上や計画的な修繕・更新等を
⾏いつつ、共同利⽤施設の再編集約・合理化を進めていくことが必要です。 

 
1 正式名称は「⼀般社団法⼈全国農業協同組合中央会」 
2 ⼀般社団法⼈全国農業協同組合中央会「令和7年度JAグループ共同利⽤施設に関するフォローアップ調査結果概要(確定版)」 

図表2-2-22 共済⾦⽀払額 

資料：農林⽔産省作成 
注：家畜共済及び園芸施設共済は年度、農作物共済、果樹共済、

畑作物共済は年産の数値(いずれも速報値) 
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済⾦⽀払額は800〜1千億円程度で推移しています(図図表表22--22--2222)。 

近年は、これまでに例を⾒ないような⼤⾬や⼤雪等の⾃然災害が多発化し、農業⽤ハウ

図表2-2-21 収⼊保険の品⽬別加⼊経営体数 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和7(2025)年の品⽬ごとの延べ経営体数 

62,267 

10,653 9,850 
4,244 

46,974 

25,545 

6,604 3,882 1,803 541
8,244 

0

15,000

30,000

45,000

60,000

75,000

⽶ ⻨類 ⾖類 いも類 野菜 果樹 花き そば 茶 さとうきび その他

経営体

資料：農林⽔産省作成 
注：加⼊割合のうち、令和3(2021)〜6(2024)年は「2020年農林業センサ

ス」における⻘⾊申告を⾏っている農業経営体数(35万3千経営体(正
規の簿記と簡易な記帳の合計))に対する割合。令和7(2025)年は
「2025年農林業センサス」における⻘⾊申告を⾏っている農業経営
体数(34万7千経営体(正規の簿記と簡易な記帳の合計))に対する割
合 

59,084
78,868 90,644 99,128 103,441

16.7
22.3 25.7 28.1 29.8

0

10

20

30

40

0

40,000

80,000

120,000

令和3年
(2021)

4
(2022)

5
(2023)

6
(2024)

7
(2025)

加⼊経営体数経営体 %加⼊割合
(右⽬盛)

図表2-2-20 収⼊保険の加⼊経営体数と加⼊割合 

109

第
2
章

農村白書2026_1-2.indd   109農村白書2026_1-2.indd   109 2026/05/13   18:26:312026/05/13   18:26:31



 

 
 

千葉県成⽥市
な り た し

の成⽥市
な り た し

農業協同組合では、かんしょの販路拡⼤と買取
販売により、⽣産者の所得向上と労⼒軽減、作付拡⼤に貢献しています。

同農協では、市場で低価格で取り扱われるサイズや品質のかんしょを
⼲し芋として付加価値を付けて商品化し、⼤⼿スーパーや他県域の農協
を取引先とするなどして販路を拡⼤しています。同農協が所有する施設
で加⼯を⾏っているため、市場ニーズに応じた施設整備を迅速に⾏うこ
とができています。 

また、作付拡⼤や販路開拓を安定的に⾏うため、同農協では、買取販
売を導⼊しました。職員が⽣産者を訪問し、密にコミュニケーションを
取ることで、⽣育状況が共有されることにより、計画的かつ安定的な出
荷が可能となっています。 

さらに、農業者の労⼒を軽減するため、コンテナ出荷を導⼊したこと
で、規格に関わらず出荷することが可能となり、労賃や箱代等の資材費
が削減され、⼿取りの増加につながっているほか、作付⾯積の拡⼤にも
つながっています。 

⼲⼲しし芋芋のの加加⼯⼯施施設設  
資料：全国農業協同組合連合会

千葉県本部 

((事事例例))  販販路路拡拡⼤⼤とと買買取取販販売売にによよりり⽣⽣産産者者のの所所得得をを向向上上((千千葉葉県県))  

 

このような中、農林⽔産省では、既存施設の役割の⾒直しに係る協議の実施や修繕・更
新に係る計画の策定及びその実施体制の構築等を⾏った上で、「地域計画」に基づく産地の
将来像の実現に向け、⽼朽化した共同利⽤施設の再編集約・合理化を促進することとして
います。 
 
((農農協協系系統統組組織織はは農農業業者者のの所所得得向向上上等等にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

農協は協同組合の⼀つであり、農業協同
組合法に基づいて設⽴されています。農業
者等の組合員により⾃主的に設⽴される相
互扶助組織であり、農産物の販売や農業⽣
産資材の供給、資⾦の貸付けや貯⾦の受⼊
れ、共済、医療等の事業を⾏っています。 

農協系統組織においては、農業者の所得
向上等に向け、農産物の有利販売や農業⽣
産資材の価格引下げ等に主体的に取り組む
⾃⼰改⾰を実施しています。 

農林⽔産省及び都道府県は、各農協にお
いて、組合員との対話を通じて農業者の所
得向上に向けた⾃⼰改⾰を実践する「⾃⼰
改⾰実践サイクル」に基づき、⾃⼰改⾰の
取組が⾏われるよう、助⾔・指導等を⾏っ
ています。 

全国農業協同組合連合会では、⾷農バリューチェーンの構築に向け、他業種企業との業
務提携等により、物流の合理化、国産農畜産物の⾼付加価値化、多様な販売チャネルによ
る消費拡⼤等に取り組んでいます。 

総合農協の組合数、組合員数については減少傾向で推移
しており、令和6(2024)年度はそれぞれ507組合、1,015万
⼈となっています(図図表表22--22--2244)。 

なお、令和7(2025)年は国連の「国際協同組合年」に当
たり、同年5⽉には、第217回通常国会で「国際協同組合年
に当たり協同組合の振興を図る決議」が採択され、持続可
能な地域社会づくりに当たって有⼒な主体として協同組合
を位置付けること等の項⽬が盛り込まれました。また、
SDGsへの協同組合の貢献についての認知を広げるため、
農協等の協同組合の魅⼒を広く伝えるイベントやその役割
を発信するためのシンポジウムも開催されました。 

 
 

シシンンポポジジウウムムののチチララシシ  
資料：2025国際協同組合年全国実⾏委員会 

資料：農林⽔産省「総合農協統計表」 
注：各組合事業年度末時点の数値 
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取ることで、⽣育状況が共有されることにより、計画的かつ安定的な出
荷が可能となっています。 

さらに、農業者の労⼒を軽減するため、コンテナ出荷を導⼊したこと
で、規格に関わらず出荷することが可能となり、労賃や箱代等の資材費
が削減され、⼿取りの増加につながっているほか、作付⾯積の拡⼤にも
つながっています。 

⼲⼲しし芋芋のの加加⼯⼯施施設設  
資料：全国農業協同組合連合会

千葉県本部 

((事事例例))  販販路路拡拡⼤⼤とと買買取取販販売売にによよりり⽣⽣産産者者のの所所得得をを向向上上((千千葉葉県県))  

 

このような中、農林⽔産省では、既存施設の役割の⾒直しに係る協議の実施や修繕・更
新に係る計画の策定及びその実施体制の構築等を⾏った上で、「地域計画」に基づく産地の
将来像の実現に向け、⽼朽化した共同利⽤施設の再編集約・合理化を促進することとして
います。 
 
((農農協協系系統統組組織織はは農農業業者者のの所所得得向向上上等等にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

農協は協同組合の⼀つであり、農業協同
組合法に基づいて設⽴されています。農業
者等の組合員により⾃主的に設⽴される相
互扶助組織であり、農産物の販売や農業⽣
産資材の供給、資⾦の貸付けや貯⾦の受⼊
れ、共済、医療等の事業を⾏っています。 

農協系統組織においては、農業者の所得
向上等に向け、農産物の有利販売や農業⽣
産資材の価格引下げ等に主体的に取り組む
⾃⼰改⾰を実施しています。 

農林⽔産省及び都道府県は、各農協にお
いて、組合員との対話を通じて農業者の所
得向上に向けた⾃⼰改⾰を実践する「⾃⼰
改⾰実践サイクル」に基づき、⾃⼰改⾰の
取組が⾏われるよう、助⾔・指導等を⾏っ
ています。 

全国農業協同組合連合会では、⾷農バリューチェーンの構築に向け、他業種企業との業
務提携等により、物流の合理化、国産農畜産物の⾼付加価値化、多様な販売チャネルによ
る消費拡⼤等に取り組んでいます。 

総合農協の組合数、組合員数については減少傾向で推移
しており、令和6(2024)年度はそれぞれ507組合、1,015万
⼈となっています(図図表表22--22--2244)。 

なお、令和7(2025)年は国連の「国際協同組合年」に当
たり、同年5⽉には、第217回通常国会で「国際協同組合年
に当たり協同組合の振興を図る決議」が採択され、持続可
能な地域社会づくりに当たって有⼒な主体として協同組合
を位置付けること等の項⽬が盛り込まれました。また、
SDGsへの協同組合の貢献についての認知を広げるため、
農協等の協同組合の魅⼒を広く伝えるイベントやその役割
を発信するためのシンポジウムも開催されました。 

 
 

シシンンポポジジウウムムののチチララシシ  
資料：2025国際協同組合年全国実⾏委員会 

資料：農林⽔産省「総合農協統計表」 
注：各組合事業年度末時点の数値 
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